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１．開 会 時 間         １ ６ 時    ００ 分 

 

２．閉 会 時 間         １ ６ 時    １０ 分 

 

３．委 員 長 名     蓮  實   茂  夫 

 

４．署 名 委 員            

 

５．出 席 委 員 

 

議 席 番 号 出  欠  席 氏          名 

１   蓮  實   茂  夫 

２    山  内   み ど り 

３ 
 

小  林   德  博 

４ 
 

吉  田   美 佳 子 

５ 
  

府  川   陽  一 

 

 

６．出席者氏名      教育次長（教育長職務代理者）  宮川康廣 

             教育総務課長  黒石徳子 

生涯学習課長  鐘ヶ江学 

             教育総務課教育総務班長  竹本直昭 

             教育総務課教育総務班主任主事  関田智恵子 

 

７．傍 聴 者      なし 

 

８．調 製 者            教育総務課教育総務班主任主事  関田智恵子 

 

 

 

 

 



平成２６年度１２月教育委員会臨時会会議録 

 

日時：平成２６年１２月２６日（金） 

１６時００分より 

場所：二宮町町民センター 

                            ２Aクラブ室 

 

― 開会宣言 ― 

（委員長）平成２６年度１２月臨時教育委員会議を開催します。 

 

― 新教育委員の紹介 ― 

（委員長）新教育委員 府川陽一氏を紹介。 

新教育委員の就任あいさつ 

（府川委員）本日町長より教育委員の辞令を交付され、身の引き締まる思いでおります。さて、

平成２７年４月から新しい教育委員会制度が施行されますが、首長と教育委員による総合教育

会議が開催される等、教育委員会は首長と密接な関係を持つこととなります。これまでの一つ

の行政委員会としての教育委員会とは別の形になるという印象ですが、そちらを踏まえて、今

から町長と十分話し合いをしておかなければならないと感じているところです。また、今後は

道徳や小学校の英語が教科化されたり、子どもの主体的な学習を支援するような取り組みが求

められたりするようになると言われています。教育内容については国が主導となって策定しま

すが、青少年の健全な育成は私たちが取り組むことが出来るもので、皆が地域住民として係わ

り、子どもを含めた町民全員でまちづくりを進めていくという考えを育てていく必要があると

思っています。そのような意味で、教育委員は政治・経済・社会とは独立し、将来の宝を育て

るという非常に大切な仕事です。委員の皆さんや町長と密接に話し合いをし、「コミュニティ

づくり」というお金に換えることの出来ない立派な仕事をしているのだという自覚を持って職

務に取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

― 署名委員の指名 ― 

小林委員を指名する。 

 

― 付議事項 ― 

議案第１８号 教育長の任命について 

（教育次長）教育長の任命について説明。 

 

○（委員長）ただいま、事務局から提案理由の説明がありました。教育長の選出については、指

名推薦による方法を提案しますが、いかがでしょうか。 

委員全員異議なし 

○（委員長）それでは、異議なしということですので、指名推薦で行うことといたします。どな

たか意見はありませんか。 

○（小林委員）府川委員を推薦します。県教育委員会の中でも中核的な指導的立場にいらっしゃ

ったので教育行政全般における見識が非常に深く、実力をお持ちであることは周知のとおりで



す。また、二宮町の中学校でも勤務されていたので町の状況はよくご存じですし、校長として

の生徒指導の実績も残されています。二宮町の教育環境をよくご存じで、なお且つ、これから

の新しい教育委員会制度等について察知する力もお持ちですので、二宮の教育をリードしてく

ださると思います。これまで培ってきた二宮の教育の良さも引き継ぎながら、改革すべきとこ

ろは改革・改善するようなリーダーシップを発揮してくださるのではないかと確信しますので、

府川委員を推薦します。 

○（委員長）府川委員を推薦するご意見をいただきましたが、他にございませんか。ご意見がな

いようですので、審議に入ります。この審議については、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１３条第５項の規定により、府川委員の退席をお願いいたします。 

 

     － 府川委員退席 － 

 

○（委員長）再開します。質疑・意見等がありましたらお願いします。 

委員全員意見なし 

 

（委員長）各委員に、議案第１８号について諮る。 

委員全員賛成により、府川委員が二宮町教育委員会教育長に任命される。 

 

     － 府川委員着席 － 

 

―  教育長辞令交付  ― 

委員長より辞令交付を行う。 

 

新教育長の就任あいさつ 

（教育長）多大な推薦のお言葉をいただき、重責であると感じていますが、これまでの集大成と

して取り組んでまいりたいと思います。現在一番好きな言葉は、「方向性を間違えなければ目的

地に辿り着ける」という言葉で、方向性がわからなくなったら立ち止まり、高い場所から見てみ

ると目的地が見える、一度立ち止まってからまた目的の方向に向けて力を一つにすれば辿り着け

るというものです。「二宮の子どもたちが良くなる」ということが町民皆さんの願いだと思いま

すが、その目的に向けて、教育委員の皆さんと活発な熟議をし、町民の代表である町長と議論し

ていきたいと考えています。また、教員が地域の大人に学び、学校の子どもたちに、学びながら

教えていくという姿勢を持っていれば、必ずや町は活気づくと思います。教員は子どもに夢と希

望を与える職業であって、町民から尊敬される、そのような教員が育つように働きかけていきた

いと思っています。教育委員会が一体となって良いアイデアを出し、町長にアピールしていきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

― 閉会宣言 ― 

（委員長）平成２６年度１２月臨時教育委員会議を終了いたします。 

 

 

１６時１０分終了 


